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■助成の対象者と内容
○ 平成 26 年 4 月 2 日から令和 4 年 4 月 1 日生まれ
の子ども（今年度1～8歳）･･･2回（3,000円、1,500円）
○ 妊婦 ･･･1 回（3,000 円）
※支払額は、助成金額を差し引いた金額になります
■実施機関　※町内のみ
大岩診療所、岡田整形外科、河原クリニック、黒田内
科クリニック、高嶺診療所、半田産婦人科医院、三浦
医院、苔縄医院
■持ちもの
○ 親子健康手帳
○ インフルエンザ予防接種費用助成券兼予診票
子ども・妊婦のインフルエンザ予防接種は法律上の
義務はありません。接種を希望する人は、ワクチンの
効果や副反応を理解した上で接種してください。

対象者へ助成券兼予診票を送付しますので、予防接種
を受けるときは、必ず医療機関へ提出してください。

保健センター
☎52-2188

10 月 1 日～令和 5 年 1 月 31 日
インフルエンザ予防接種費用の助成

■対象
スマートフォンの基本的な操作ができる人
■内容
ＮＴＴドコモを講師に招き、ＬＩＮＥやＹｏｕＴｕｂｅ
の使い方、便利なアプリの紹介、電子申請手続
きを説明します。講座では、NTT ドコモが貸与
するスマートフォンと自身のスマートフォンを
使用します。
■費用　無料
■定員　各回先着 20 人
■申込方法
開催日の１週間前までに、総務
課へ電話または右の QR コード
から申し込んでください。

地域のＩＴリーダー育成を目的に、「 スマートフォンでＬＩＮＥやＹｏｕＴｕｂｅを使ってみたい」「 便利なア
プリを使ってみたい」など、スマートフォンをもっと使いこなしたい人に向けた活用講座を開催します。

総務課  デジタル推進係
☎52-1111

スマホ活用講座を開きます

開催日 時間 場所

11 月 1 日（火） 13 時 30 分～15 時 30 分 山野里公民館

11 月 8 日（火）
10 時～12 時 赤松公民館

13 時 30 分～15 時 30 分 高田公民館

11 月 15 日（火）
10 時～12 時 船坂公民館

13 時 30 分～15 時 30 分 梨ヶ原公民館

11 月 22 日（火）
10 時～12 時 上郡公民館

13 時 30 分～15 時 30 分 鞍居公民館

11 月 29 日（火）
10 時～12 時 生涯学習支援

センター13 時 30 分～15 時 30 分
※居住地域に関係なく、どの会場でも参加できます

子ども・妊婦 高齢者

■対象者
町内に住民登録があって次のいずれかに当てはまる人
○ 65 歳以上の人（接種日の満年齢）
○ 60 歳から 64 歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいに
よって、日常生活が極度に制限されている人
■助成後の接種費用
1,500 円（1 回のみ）
※生活保護受給者は、生活保護決定通知書（令和 4 年
度通知）の提示で無料になります
■持ちもの
○ 健康保険証など本人確認ができるもの
○ 身体障害者手帳（該当者）
○ 生活保護決定通知書（該当者）
■実施機関
町内、相生市、赤穂市の実施医療機関で受けられま
す。それ以外で受ける場合は、接種前に必ず保健セン
ターで事前手続きが必要です。手続きをせずに受け
た場合、全額自己負担になります。
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教育推進課  教育係
☎ 52-2912

令和５年度
町立・私立認定こども園入園申込

■対象（3歳～5歳）
平成 29 年４月２日
　 ～令和２年４月１日生まれ
※申し込み手続きは入園を希望する
施設に直接お願いします

1 号認定（幼稚園枠） 施設名 申込期間

町
立 上郡こども園（☎ 52-0150） 11 月 1 日（火）～25 日（金）

私
立

陽光こども園（☎ 52-3775） 10 月 31 日 ( 月 ) まで

プレスクールかみごおり（☎ 57-3231） 10 月 25 日 ( 火 ) まで

教育推進課  教育係
☎ 52-2912

令和５年度学童クラブ入会申込

学童クラブは、放課後の時間に保護者が仕事などの場合、児童が宿題や遊び、運動などをしながら過ご
すことができる場所です。各小学校区（上郡、山野里、高田）で開設しています。

■対象
保護者が仕事や病気・けがなどの理由で、授業終了後
に家庭で保育を受けられない児童
■開会時間
授業のある日 ･･･ 授業終了～18 時
夏休みなど　 ･･･ 8 時 15 分～18 時
※土・日・祝日、盆休み（８月 14 日～16 日）
　年末年始（12 月 29 日～１月３日）は休み
■申込期間
11 月１日（火）～25 日（金）

■提出書類　入会申請書、就労証明書など
※申請書は、町ホームページからダウンロードできます

■提出先　教育推進課、各学童クラブ
上郡町  学童クラブ

■費用

保育料 １人あたり 6,000 円／月
（7 月：8,000 円／ 8 月：12,000 円）

傷害保険料 800 円／年

雑費 1,500 円／月（間食代など）

2・3 号認定（保育枠）

保護者の全員が、就労、求職活動、妊娠中・出産直後
（ 母親）などの理由で、家庭での保育が難しいと認め
られる場合に利用ができます。
■対象
入園基準を満たす小学校就学前の乳幼児
■定員
○ 上郡こども園（町立）････････････73 人
○ 陽光こども園（私立）･･･････････105 人
○ プレスクールかみごおり（私立）･･45 人
■申込期間・申込先
11月1日（火）～25 日（金）
いずれの施設も教育推進課で受け付けます。
※産前・産後休業や育児休業明けなど、年度途中に入
園を希望する人も、期間内に申し込みをしてくださ
い（ 年度途中に申し込むことも可能ですが、定員超過
などの理由で、入園できない場合があります。）

■提出書類
○ 教育・保育認定申請書兼施設等利用申込書
○ マイナンバーと本人確認ができるもの
○ 就労証明書など保育の必要性が確認できる書類
※申込書の様式は 10 月 24 日（月）から、教育推進課
で配布、また、ホームページに掲載します

※当てはまる入園基準で必要な添付書類が違います。
詳しくは、問い合わせてください

－ 継続入園の人へ －
入園中の子どもは、引き続き利用するための手続
きが必要です。現況届と就労証明書などの保育
の必要性が確認できる書類を提出してください。

（子どもが通っている園から書類を渡します。）

上郡町  こども園

※申し込みは 11月1日（火）から25日（金）まで
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生涯学習課  スポーツ推進係
☎52-2911

スポーツしよう！
第57回町民体育大会【12月開催】

大会名 日時・場所 申込締切・場所 対象者・内容 用意するもの

上郡町
ウォーキング大会

12 月３日（土）9 時 30 分
集合：役場駐車場

※雨天時 12 月 4 日（日）

11 月 27 日（日）17 時
※先着 100 人

（スポーツセンター）

「幕末明治のパイオニア 
大鳥圭介を訪ねて」
役場～大鳥圭介資料館
※18 歳未満は保護者の同意書要

弁当
飲みもの
雨具

秋季上郡町
バドミントン大会

12 月４日（日）  ９時
スポーツセンター

総合体育館

11 月 25 日（金）20 時
（スポーツセンター） ダブルス ラケット

シューズ

上郡町
ロードレース大会

12 月 18 日（日）
9 時 45 分
９時受付

11 月 1 日（火）～
12 月 10 日（土）17 時
（スポーツセンター）

・町内在住・在学
親子 １km ／小学男子・女子 
1.5km ／中学男子・女子  ３km
※中学生以下は保護者の承諾要

参加費 100 円
※当日徴収
親子 1 組も 100 円

新型コロナウイルスの感染状況により、中止・変更になる場合があります。いずれの大会も感染症対策に協力をお願いします。

■対象
平成 14 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日生まれの
町内在住または出身の人
■日時・場所
令和 5 年 1 月 8 日（日）10 時 30 分～（受付 10 時～ ）
生涯学習支援センター
■式典内容
10時･･･受付開始／10時30分･･･ アトラクション
10時50分･･･式典など／11時30分･･･記念撮影

成年年齢引き下げ後も、これまで通り二十歳になる人を対象に、名称を「二十歳のつどい」に変更して開催します。

生涯学習課  総務・文化財係
☎52-2911

二十歳のつどい開催

町外在住で参加を希望する人へ
町外に住民票があり、参加を希望する人は、下の
入力フォームより必要な情報を登録してくださ
い。上郡町教育委員会から案内を
送付します。

※登録の情報は、二十歳のつどい
に関する案内にのみ使用します

町外在住者向け登録フォーム

■日時　11 月 8 日（火）　時間・内容は右のとおり
■場所　子育て学習センター  ゆり組保育室
■講師　長谷川まゆみさん（社会保険労務士）
■ 申込方法　10 月 31 日（ 月）までに電話・町ホームページからメール送
信・QR コードで、住所・氏名・年齢・電話番号（ そのほか、希望の相談時
間、預けたい子どもの氏名・年齢）を伝えてください。

生き生きと過ごしたい、働きたい。そんな女性を後押しするセ
ミナーと相談会を同日に開催します。どちらも参加費無料で、
一時保育も無料で利用できます（生後 6ヵ月～就学前 ) ※要予約

生涯学習課  総務・文化財係
☎52-2911

女性のためのセミナー・相談

子育て世代のため
のマネープラン

時間： 10 時 30 分～12 時
定員：先着 8 人

女性のための
チャレンジ相談

時間：各回約 50 分、1 人
13 時 30 分～ ／ 14 時 30
分～／ 15 時 30 分～
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教育推進課  教育係
☎ 52-2912

かみごおり学校サポートネット
登録ボランティア募集

特技や経験を生かし、学校園の教育活動のボランティアとして、子どもたちをサポートします。
専門的な知識や技能を必要としない活動もたくさんあります。どなたでも登録でき、グループでの登録
も可能です。

■依頼の流れ
学校園長からの依頼が事務局や地域コーディネー
ターに入り、登録者の活動希望を照会し、調整、連絡
を行います。

■登録方法（随時受付）
教育推進課、生涯学習支援センター、各地区公民館に
設置の登録票を記入し、いずれかの窓口に提出して
ください。

サポートネット登録ボランティア
学校園のサポート

・家庭科実習補助（ミシン、調理）
・環境学習補助（田植え、稲刈り体験）
・行事中の乳幼児の預かり
・各行事の安全見守り
・昔の遊び指導　など

学校園

地域コーディネーター

支援活動支援活動

依頼依頼

火災が発生しやすい季節を迎えます。火災で亡くなる人を減らし、
大切な財産を守るために火災予防の意識を高めましょう。

火災警報器の使用期限は何年？
種類によって違いはありますが、おおむね
10 年です。古くなると電子部品の寿命や
電池切れなどで、火災を感知しなくなるこ
とがあるため、とても危険です。10 年を目
安に本体ごと交換しましょう。

一人ひとりが注意を払い、地域が一体となって対策に
取り組みましょう

放火火災に対する地域の対応力を高めましょう
全国で令和 3 年中の

放火や放火の疑いがある
出火件数は 3,859 件で、全て
の火災件数 35,077 件のうち

11.0％を占めています。

○ 警報が鳴ったときの正しい対処法を覚えておきましょう
○ 正常に作動するか、定期的に確認しましょう
○ 定期的に手入れをしましょう

点検しましょう！火災警報器

上郡消防署  庶務係
☎ 52-5119

11 月 9 日（水）～15 日（火）
令和４年 秋の火災予防運動

効果的な放火火災対策を行いましょう
○ 屋外に可燃物を置きっぱなしにしない
○ 消火器具やセンサー付き照明などの防火・防犯設備の設置
　（発見の遅れによる被害拡大を防ぎます）



6広報かみごおり   10 月号

財政管理課  財政係
☎ 52-1118

令和３年度 決算報告
１年間の収入と支出を集計し、町の財政が現在どのような状態にあるのかお知らせします。
※金額は、千円以下を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

一般会計

歳入 歳出
総務費は、特別定額給付金事業や本庁舎 ZEB 化事
業の完了などにより対前年度 62.2%（18億1,256
万円）の減。土木費は、橋梁長寿命化事業の減など
により対前年度 16.4%（7,555万円）の減。

株式譲渡所得に係る町民税の減などにより、町税が
対前年度 3.5%（8,157万円）の減。特別定額給付
金事業の完了などにより、国庫支出金が対前年度
39.5%（9億1,914万円）の減。

※その他は、分担金および負担金、財産収入、寄附金、諸収入です

80
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町税　22億5,150万円

地方交付税　25億3,099万円

町債　8億5,575万円

国庫支出金　14億613万円

89億5,104万円
（対前年度9.5％ 減）

86億303万円
（対前年度11.0％ 減）

県支出金　5億9,278万円

交付金　4億3,533万円

繰入金
1億2,432万円

※ その他　4億 2,360万円

使用料
及び手数料

1億819万円

地方譲与税
9,890万円

繰越金
1億2,355万円

民生費　20億8,136万円

諸支出金　15億777万円

0

総務費　11億86万円

公債費　9億8,923万円

教育費　9億1,177万円

衛生費　6億7,517万円

土木費　3億8,411万円
消防費　3億7,732万円

農林水産業費　3億3,408万円
商工費

1億5,395万円

議会費　8,741万円

デマンド対応型乗合タクシー整備事業
事業費：1,060万円

スポーツセンター温水プール改修事業
事業費：1,668万円

子育て支援アプリ導入事業
事業費：33万円

主な事業実績
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会計名 歳入 歳出 差引

国民健康保険事業 20億559万円 19億9,435万円 1,123万円

後期高齢者医療事業 2億8,496万円 2億8,395万円 101万円

介護保険事業 18億6,643万円 18億3,196万円 3,448万円

簡易水道事業 3,465万円 3,389万円 76万円

公営墓園事業 425万円 208万円 217万円

ケーブルテレビ管理運営事業 1億196万円 9,131万円 1,065万円

合計 42億9,784万円 42億3,754万円 6,029万円

一般会計とは区別し、
特定の収入と支出で
経理を行う会計です。
令和 3 年度はすべて
の特別会計で、黒字決
算になりました。

特別会計

企業会計 ※ 詳しくは、9 ページ「令和３年度公営企業会計決算」に掲載
事業名 区分 収入 支出 差引 備考

水道事業
収益的収支 5億3,859万円 3億9,241万円 1億4,618万円 ※不足額は、過年度分損益勘

定留保資金などで補てん資本的収支 4億92万円 5億8,350万円 ※▲1億8,258万円

下水道事業
収益的収支 11億5,772万円 11億5,176万円 596万円 ※不足額は、当年度分損益勘

定留保資金などで補てん資本的収支 5億4,828万円 9億3,879万円 ※▲3億9,051万円

基金

町債

基金は、家計の預貯金にあたるものです。歳入から歳
出を引いて残ったお金がある場合などに積み立て、災
害対応など臨時の出費や財源不足が見込まれる場合に
充てます。
令和３年度は、一般会計において予算調整のために財
政調整基金を取り崩さなかったことや、兵庫県市町交
通災害共済組合の解散に伴う設立基金の分配金によ
り、残高は前年度から 1億6,646万円増の 7億6,151
万円となりました。

町債は、建設事業など大きな事業をするために借り入
れるお金です。
令和３年度は町債の定期償還に加え、繰上償還を行っ
たことで、前年度から 2億9,539万円減となりました。

健全化判断比率
健全化判断比率は、地方公共
団体の赤字や借金返済の状
況、将来に負担が見込まれる
実質的な負債の大きさを指
標化したものです。
令和 3 年度は、すべての指
標が国の基準値を下回りま
したが、実質公債費比率や将
来負担比率は、県平均や全国
平均と比べて高い水準であ
ることから、今後も数値改善
に取り組んでいきます。

基金の残高推移

7億6,781万円
6億9,316万円

6億4,801万円

5億9,505万円

7億6,151万円

29 30 元 2 3 （年度）
0

9

8

7

6

5

（億円）

町債の残高推移

200億2,531万円

195億1,685万円
190億7,582万円

189億4,895万円

186億5,356万円

29 30 元 2 3 （年度）
0

205

200

195

190

185

（億円）

区分 R3 年度 R2 年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質
赤字比率

普通会計の赤字から財政運営の
深刻度をみる比率 － － 14.84％ 20.0％

連結実質
赤字比率

全会計の赤字から財政運営の深
刻度をみる比率 － － 19.84％ 30.0％

実質公債費
比率

借金の返済額などの大きさから
資金繰りの危険度をみる比率 15.6％ 17.1％ 25.0％ 35.0％

将来負担
比率

町が抱える負債の残高から将来
財政への圧迫度をみる比率 139.0％ 164.8％ 350.0％ －

資金不足
比率

公営企業会計ごとの事業規模に
対する資金不足をみる比率 － － 20.0％ －

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は、黒字であり比率がないため「－」で表示
※資金不足比率は、資金不足額がないため「－」で表示
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都市計画税は、土地区画整理などをはじめとす
る都市計画事業の経費に充てるための税金です。
令和３年度の都市計画税 7,791万円は下記の都
市計画事業費の財源として充てました。

社会保障施策
と充当額 内訳

社会福祉
6,410万円

障害者福祉事業 1,991万円
高齢者福祉事業 108万円
子ども子育て事業 3,839万円
その他福祉事業 472万円

社会保険
1億70万円

介護保険事業 4,191万円
後期高齢者医療事業 4,563万円
国民健康保険 1,316万円

保健衛生
1,777万円

健康増進事業 10万円
予防対策事業 574万円
母子保健事業 100万円
地域医療対策事業 198万円
医療費助成事業 304万円
その他保健衛生 591万円

平成 26 年 4 月 1 日から消費税率が 5％から 8％
に、令和元年 10 月 1 日から 10% に引き上げら
れたことから、地方消費税交付金の増収分は、使
いみちを明確にし、社会保障施策の経費に充て
ることになっています。
令和 3 年度一般会計での地方消費税交付金（ 社
会保障財源化分 1億8,257万円）は、右の社会保
障施策の経費に充てました。

地方消費税率引き上げ分の使いみち

都市計画税の活用

充当先 事業費 事業費合計
下水道事業 9,596万円

8億6,858万円
都市計画事業にかかる地方債償還 7億7,262万円

平成 31 年４月１日に「 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から、国が都道府
県や市町村へ「 森林環境譲与税」の譲与を始めました。森林環境譲与税は、市町村では、間伐や人材育成・担い手
の確保、木材の利用促進や普及啓発など「 森林整備およびその促進に関する費用」に充てるものとされています。
令和 3 年度の森林環境譲与税は、次の事業の財源として充てました。詳しくは、町ホームページに掲載しています。

事業名
事業総額

事業内容 実績 税導入の効果
森林環境譲与税 その他

財源
基金

活用額

森林整備
業務委託 261万 2,500 円 261万 2,500 円 0 0

すでにある森林
公 園 の 植 樹 や
ベンチ設置（ 老
若男女問わず利
用できる施設に
し、森林に親し
む機会、場所を
提供する。）

● ベンチ
    ３基
● 桜の植樹
    44 本

既にある森林公園に
は、未整備の場所や、
間伐などの森林整備
の行われていない場
所が多くあったが、
今年度、税を導入す
ることで、間伐によ
る景観の維持や桜の
植樹といった整備を
することができた。

間伐材等
木材利活用 71万 5,000 円 71万 5,000 円 0 0 間伐材を活用し

た木材の利活用

間伐
製材
製品の試作

町内の林業に携わる
事業所と、協働で人
工林の間伐材を利用
した製材、製品の試
作、間伐材の新たな
利活用を実証した。

基金積立 318万 8,000 円 318万 5,500 円 2,500 円 0

農林振興課  農政係
☎ 52-1116

森林環境譲与税の使いみち
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区分 令和 3 年度 前年度比較
計画区域面積 508ha ±0ha

現在排水区域面積 494ha ±0ha
排水区域内人口（A） 12,966 人 ▲265 人

水洗化人口（B） 12,493 人 ▲45 人
水洗化率（B／A） 96.4％ ＋ 1 .6％

年間総処理水量（C） 1,771,023㎥ ▲4,222㎥
年間有収水量（D） 1,293,589㎥ ▲39,464㎥

有収率（D／C） 73.0％ ▲2.1％

給水状況は、給水戸数 6,366 戸（ 前年度比 3 戸減）、
年間配水量2,014千㎥（前年度比 29千㎥増）、有収水
量1,838千㎥（20千㎥減）になりました。有収率は、
漏水修繕工事などで、2.4％減の91.2％になりました。

事業名 期首現在高 令和３年度借入金額 令和 3 年度償還額 期末残高
水道事業 6億7,018万円 3億3,100万円 5,168万円 9億4,950万円

下水道事業 84億8,648万円 3億3,880万円 8億2,831万円 79億9,697万円

区分 令和 3 年度 前年度比較
年度末給水人口 13,866 人 ▲283人

普及率 99.0％ ±0％
年度末給水戸数 6,366 戸 ▲3 戸

配
水
量

年間 2,014,003㎥ ＋ 29,433㎥
１ヵ月単位 167,834㎥ ＋ 2,453㎥
一日平均 5,518㎥ ＋ 81㎥

有
収
水
量

年間 1,837,624㎥ ▲20,351㎥
１ヵ月単位 153,135㎥ ▲1,696㎥
一日平均 5,035㎥ ▲55㎥

一日最大配水量 6,175㎥ ＋ 8㎥
有収率 91.2％ ▲2.4％

水道事業
下水道事業全体では、年間総処理水量 1,771 千㎥ (4
千㎥の減 )、有収水量が 1,294 千㎥ ( 前年度比 39 千
㎥の減 ) となりました。有収率は、2.1％減の 73.0％
になりました。

下水道事業

【主な事業】　高田台分区マンホール蓋取り替え、公
共ますの設置 8 件、高山浄化センターの流量調整攪
拌装置の更新

【その他】　各地区設置のマンホールポンプの取り替
え、通報装置の更新など

【主な事業】　高田台地区の送・配水管更新耐震化、
与井水源地の高度浄水施設整備

【その他】　老朽配水管の更新（上郡）、配水池防水改
修（鞍居）、水位計の更新（大枝ほか）、テレメーター
の更新（鞍居）など ●収益的収支

総収益 11億3,576万円／総費用 11億3,471万円
純利益  105万円

●収益的収支
総収益　4億8,570万円（前年度比 6,754万円増）
総費用　3億7,928万円（前年度比 657万円増）
純利益　1億642万円（前年度比 6,097万円増）

建設改良事業の概要

建設改良事業の概要

経理の状況

経理の状況

●資本的収支
　収入 ･･･5億4,828万円／支出 ･･･9億3,879万円

（純利益の内訳）
【営業収支】6億5,040万円の赤字

営業収益 3億1,345万円－営業費用 9億6,385万円

【営業外収支】6億8,854万円の黒字
営業外収益 8億2,231万円

( 他会計負担金及び資本費繰入収益 4億2,862万円、
長期前受金戻入 3億7,900万円、雑収益 1,470万円 )

　－営業外費用 1億3,377万円
( 支払利息 1億2,433万円、雑支出 944万円 )

【特別損失】3,709万円
土地売却に伴う固定資産売却損等

（純利益の内訳）
【営業収支】157万円の黒字

　営業収益 3億6,603万円－営業費用 3億6,446万円

【営業外収支】1億485万円の黒字
営業外収益 1億1,967万円
（受取利息 1,097万円、一般会計繰入金等雑収益
  1,314万円、長期前受金戻入 9,556万円）

　－営業外費用 1,482万円
（支払利息 1,097万円、雑支出 385万円）

●資本的収支
　収入 ･･･4億92万円／支出 ･･･5億8,350万円

企業債の概況

上下水道課  総務係
☎ 52-0097

令和３年度  公営企業会計決算報告
※金額は、千円以下を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります
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※掲載の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響で
　内容を変更・中止する場合があります

情報
Stat  onStat  on
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営
住
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無
料（
通
話
料
は

自
己
負
担
、面
談
希
望
は
要
予
約
）

開
設
日
時
▼
毎
週
土
曜
18
時
〜
21
時

相
談
内
容
▼
性
的
指
向
、
性
自
認
、
性
表
現
、

性
に
関
す
る
こ
と
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け

て
い
る
、
本
人
が
公
に
し
て
い
な
い
情
報
を

職
場
・
学
校
な
ど
で
広
め
ら
れ
て
い
る  

な
ど

☎
０
５
０
・
３
６
３
７
・
７
５
２
１

兵
庫
県
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
電
話
相
談
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納
期
限
▼
10
月
31
日（
月
）

納
付
場
所
▼
役
場
会
計
課
、取
扱
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
30
万
円
以
下
）

※
納
付
書
の
ほ
か
、
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
、ス
マ
ホ
決
済
で
も
納
付
で
き
ま
す

税
務
課  

課
税
係

☎
５
２
・
１
１
１
３

【
納
期
限
】町
県
民
税（
３
期
）

  
国
民
健
康
保
険
税（
４
期
）

お
知
ら
せ

広告

　
薬
の
相
談
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師

な
ど
の
専
門
家
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
説
明
書
を
読
み
、薬
の
用
法
・
用
量
を
守
り

正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

○
重
複
投
与
や
相
互
作
用
の
確
認
の
た
め
に
、

お
薬
手
帳
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
薬
局
で
は
副
作
用
の
疑
い
に
関
す
る
情
報

を
集
め
、
必
要
な
安
全
対
策
や
情
報
提
供
を

し
て
い
ま
す
。

●
薬
と
健
康
の
週
間

10
月
17
日（
月
）〜
23
日（
日
） 保

健
セ
ン
タ
ー

☎
５
２
・
２
１
８
８

薬
に
つ
い
て
の
あ
ん
な
心
配
、こ
ん
な

疑
問
。薬
剤
師
に
聞
い
て
み
よ
う
！

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
で
有
効
期
限

が
８
年
間
と
決
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
有
効

期
限
が
切
れ
る
前
に
交
換
し
ま
す
。
交
換
費

用
は
無
料
で
、
町
の
委
託
業
者
が
訪
問
し
て

交
換
し
ま
す
。
対
象
の
家
に
は
、
事
前
に
チ

ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
た
上
で
、
作
業
の
た
め

訪
問
し
ま
す
。

●
令
和
４
年
度
の
予
定

交
換
時
期
▼
11
月
中
旬
〜
下
旬

対
象
地
区
▼
主
に
上
郡
地
区

委
託
業
者
▼
上
郡
町
上
下
水
道
工
事
業
協
同
組
合

上
下
水
道
課  

総
務
係

☎
５
２
・
０
０
９
７

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）

の
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

訓
練
中
に
、
町
内
に
設
置
し
て
あ
る
屋
外
拡

声
器
な
ど
か
ら
テ
ス
ト
放
送
が
流
れ
ま
す
。

日
時
▼
11
月
16
日（
水
）　
11
時
頃

放
送
内
容
▼「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
」を
３
回
繰
り
返
し

住
民
課  

消
防
防
災
係

☎
５
２
・
１
１
１
５

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　
緊
急
地
震
速
報
を
見
聞
き
し
て
か
ら
強
い

揺
れ
が
来
る
ま
で
の
時
間
は
ご
く
わ
ず
か
で

す
。
そ
の
短
い
間
に
、
あ
わ
て
ず
に
身
を
守

る
な
ど
適
切
な
行
動
を
と
る
た
め
に
は
日
ご

ろ
か
ら
の
訓
練
が
重
要
で
す
。
い
ざ
と
い
う

住
民
課  

消
防
防
災
係

☎
５
２
・
１
１
１
５

全
国
一
斉
緊
急
地
震
速
報
訓
練

と
き
に
備
え
、積
極
的
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

日
時
▼
11
月
２
日（
水
）　
10
時
頃

放
送
内
容
▼
町
内
全
て
の
屋
外
拡
声
器
と
公

共
施
設
内
の
音
声
告
知
端
末
か
ら
警
報
音
が

鳴
り
、「
大
地
震
で
す
！
大
地
震
で
す
！
」と

放
送
さ
れ
ま
す
。
こ
の
放
送
を
合
図
に
、
次

の
３
つ
の
安
全
行
動
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

①
姿
勢
を
低
く
！（
し
ゃ
が
む
）

②
体
・
頭
を
守
っ
て
！（
隠
れ
る
）

③
待
つ
！（
揺
れ
が
収
ま
る
の
を
待
つ
）

　

各
地
区
の
防
犯
協
会
を
中
心
に
、
地
域
環

境
や
地
域
で
多
く
発
生
し
て
い
る
犯
罪
な

ど
、
実
情
に
合
わ
せ
て
様
々
な
防
犯
活
動
を

展
開
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
安
全
安
心
な
ま

ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
▼
10
月
11
日（
火
）〜
20
日（
木
）

●
運
動
の
重
点

○
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

○
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

相
生
警
察
署  

☎
２
２
・
０
１
１
０

相
生
・
上
郡
防
犯
協
会  

☎
５
２
・
５
１
１
５

全
国
地
域
安
全
運
動

60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

た
め
の
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合
や
、
受
給
額
を
満
額
に
近
づ
け
た
い
場
合

は
、
60
歳
か
ら
も
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
な

ど
の
加
入
者
を
除
く
）

加
入
資
格（
す
べ
て
当
て
は
ま
る
人
）▼
国
内

に
住
民
登
録
が
あ
る
60
歳
〜
64
歳（
昭
和
40

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
、
資
格
期
間
を

満
た
し
て
い
な
い
人
は
、
70
歳
ま
で
加
入
で

き
ま
す
）／
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
り
上
げ
受

給
し
て
い
な
い
／
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
で
保

険
料
を
納
付
し
て
い
な
い
月
が
あ
る

※
国
外
に
住
む
日
本
人
で
、
20
歳
か
ら
64
歳

の
人
も
加
入
で
き
ま
す

国
保
介
護
支
援
室  

国
保
年
金
係

☎
５
２
・
１
１
５
２

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　
町
と
株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
の
官
民
協

働
事
業
で
、
行
政
情
報
の
ほ
か
、
地
域
情
報

や
生
活
情
報
を
１
冊
に
ま
と
め
た
暮
ら
し
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク（
第
３
版
）を
令
和
５
年
２
月

に
発
行
し
、町
内
全
世
帯
へ
配
布
予
定
で
す
。

　

制
作
に
あ
た
り
、
町
内
の
事
業
者
な
ど
へ

広
告
を
募
集
し
ま
す
。
同
社
の
営
業
担
当

者
が
広
告
掲
載
の
お
願
い
に
訪
問
し
ま
す
の

で
、協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

企
画
広
報
課

☎
５
２
・
１
１
１
２

暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
行

　

敬
老
の
日
に
伴
い
、
９
月
14
日（
水
）に
梅

田
町
長
が
、
町
内
最
高
齢
の
西
村
き
み
よ
さ

ん（
１
０
８
歳
・
大
枝
）、最
高
齢
夫
婦
の
谷
口

肇
さ
ん
・
良
子
さ
ん（
合
計
１
９
３
歳
・
松
の

尾
）を
訪
問
し
直
接
、お
祝
い
し
ま
し
た
。
そ

の
ほ
か
、米
寿
１
１
２
人
、喜
寿
１
６
８
人
、

金
婚
夫
婦
19
組
に
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

健
康
福
祉
課  

地
域
福
祉
係

☎
５
２
・
１
１
１
４

敬
老
祝
福
訪
問
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狩
猟
免
許
の
取
得
を
目
指
す
人
を
対
象

に
、
本
物
の
わ
な
・
大
型
檻
の
見
学
、
実
際
に

使
え
る
わ
な
作
り
な
ど
、
わ
な
猟
の
知
識
・

ス
キ
ル
を
伝
授
し
ま
す
。
参
加
費
無
料
。

日
時
▼
11
月
13
日（
日
）  

９
時
〜
12
時

場
所
▼
赤
松
公
民
館

対
象
▼
18
歳
以
上

定
員
▼
10
人（
超
過
の
場
合
は
抽
選
で
決
定
）

申
込
期
間
▼
10
月
17
日（
月
）〜
11
月
４
日（
金
）

農
林
振
興
課  

農
政
係

☎
５
２
・
１
１
１
６

狩
猟
体
験
会

対
象
▼
17
〜
69
歳

日
時
▼
10
月
27
日（
木
）９
時
30
分
〜
12
時

場
所
▼
役
場
２
階  

玄
関
ホ
ー
ル

※
血
圧
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
薬
を
飲
ん
で

い
る
人
で
も
献
血
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
５
２
・
２
１
８
８

献
血
に
協
力
を

イ
ベ
ン
ト

　

一
定
面
積
以

上
の
土
地
取
引

を
し
た
場
合
は
、

国
土
利
用
計
画

法
に
基
づ
い
て
、

契
約
を
締
結
し

た
日
か
ら
起
算

し
て
２
週
間
以

内
に
、
町
を
経
由

し
て
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

建
設
課  

ま
ち
づ
く
り
係

☎
５
２
・
１
１
１
７

土
地
取
引
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

●届け出が必要な面積
市街化区域 2,000㎡以上

市街化区域以外の
都市計画区域 5,000㎡以上

都市計画区域以外
の区域 10,000㎡以上

　

農
作
業
で
の
死
亡
事
故
者
数
が
、
全
国
で

年
間
３
０
０
人
前
後
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

農
作
業
開
始
前
に
は
し
っ
か
り
と
安
全
を
確

か
め
、農
作
業
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

○
農
業
機
械
作
業
で
、
乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
の

転
落
・
転
倒
事
故
が
最
多
死
亡
要
因
で
す
。

安
全
フ
レ
ー
ム
付
き
ト
ラ
ク
タ
ー
を
使
用
し

ま
し
ょ
う
。

○
死
亡
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト

と
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し
っ
か
り
着
用
し
ま

し
ょ
う
。

○
交
差
点
な
ど
が
な
い
道
路
の
走
行
中
に
、

追
突
さ
れ
る
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
公

道
を
走
行
時
は
、
灯
火
器
類
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

上
郡
町
地
域
農
業
再
生
協
議
会

（
役
場
農
林
振
興
課
内
）

☎
５
２
・
１
１
１
６

秋
の
農
作
業
安
全
確
認
運
動

　
秋
の
風
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
を
し
ま
せ
ん
か
。コ
ー
ス
は
、３
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
す
。
参
加
費
は
無
料
で
す
。

日
時
▼
11
月
28
日（
月
）10
時
〜
12
時

集
合
場
所
▼
生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー

申
込
締
切
▼
11
月
４
日（
金
）

健
康
福
祉
課  

地
域
福
祉
係

☎
５
２
・
１
１
１
４

健
康
も
み
じ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ（
路
線
バ
ス
、超
小
型

Ｅ
Ｖ
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
、
電
動
自
転
車

な
ど
）を
活
用
し
た
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
を
播
磨

科
学
公
園
都
市
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
抽
選

で
景
品
が
当
た
り
ま
す
。

期
間
▼
11
月
30
日（
水
）ま
で

受
付
時
間
▼
８
時
〜
18
時（
光
都
バ
ス
セ
ン

タ
ー
待
合
所（
光
都
２
丁
目
１
５
８
０
）の
開

館
時
間
）　

　
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
。
運
転
免
許

の
な
い
人
は
、
超
小
型
Ｅ
Ｖ
、
電
動
キ
ッ
ク

ボ
ー
ド
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
が
、
徒
歩
や
自

転
車
、自
家
用
車
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
参
加
に
は
西
播
磨
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
ア
プ
リ
が
動

作
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
必
要
で
す

西
播
磨
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
活
用
推
進
協
議
会

☎
０
８
０
・
５
７
７
８
・
４
９
９
５

播
磨
科
学
公
園
都
市
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー

　
税
を
考
え
る
週
間（
11
月
11
日（
金
）〜
17

日（
木
）の
期
間
中
に
、
ボ
ン
マ
ル
シ
ェ
上
郡

店
で
、
小
学
生
の
税
に
関
す
る
書
道
・
ポ
ス

タ
ー
展
を
行
い
ま
す
。

相
生
税
務
署  

総
務
課

☎
２
３
・
０
３
８
０

税
に
関
す
る
書
道
・
ポ
ス
タ
ー
展

　
平
成
23
年
３
月
に
改
定
し
た
上
郡
町
都
市

計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
を
進
め
る
に

あ
た
り
、
こ
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
案
）の
概

要
を
説
明
し
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見

を
聞
く
た
め
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、説
明
会
は
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
型（
説

明
パ
ネ
ル
な
ど
の
展
示
と
併
せ
、
担
当
者
が

参
加
者
の
質
問
な
ど
に
対
し
て
説
明
し
、
意

見
な
ど
を
伺
う
形
式
）で
行
い
ま
す
。

日
時
▼
11
月
６
日（
日
）10
時
〜
17
時

場
所
▼
生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
中
ホ
ー
ル

建
設
課  

ま
ち
づ
く
り
係

☎
５
２
・
１
１
１
７

上
郡
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン（
案
）に
関
す
る
説
明
会

　

身
体
障
が
い
者
、
発
達
障
が
い
者
、
保
護

者
、
学
校
・
施
設
関
係
者
を
対
象
に
オ
ー
プ

ン
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
催
し
ま
す
。（
各
科
定

員
５
人
：
先
着
順
）

日
時
▼
12
月
10
日（
土
）13
時
15
分
〜
16
時

申
込
期
間
▼
11
月
７
日（
月
）〜
12
月
７
日（
水
）

申
込
方
法
▼
フ
ァ
ク
ス（
０
７
８
・
９
２
８
・

５
５
１
２
）ま
た
は
郵
送

兵
庫
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
学
院

☎
０
７
８
・
９
２
７
・
３
２
３
０

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
開
催

　
が
ん
は
昭
和
56
年
か
ら
日
本
人
の
死
因
第

１
位
で
、
令
和
３
年
に
は
年
間
約
38
万
人
が

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
が
ん
で
亡
く
な
る
人

を
減
ら
す
た
め
に
は
、
早
期
の
発
見
と
治
療

で
、治
る
確
率
を
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

定
期
的
に
が
ん
検
診
を
受
け
、
結
果
を
必
ず

確
認
し
ま
し
ょ
う
。
要
精
密
検
査
や
要
治
療

の
診
断
は「
ま
だ
大
丈
夫
だ
」と
思
わ
ず
に
、

早
め
に
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
５
２
・
２
１
８
８

が
ん
検
診
を
受
け
ま
せ
ん
か
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図書館　☎52-4611新刊のおしらせ新刊のおしらせ
おいしいごはんが食べられますように　 　 高瀬隼子
せつない！いきものの死に方図鑑　　　　  今泉忠明
びっくり深海魚　　　　　　　　　　　　  尼岡邦夫
街なか 葉めくり 虫さんぽ 　　　　  とよさきかんじ
ルポ　誰が国語力を殺すのか　　　　　　  石井光太
年寄りは本気だ　　　　　　　　　　　　  養老孟司
よって件のごとし　　　　　　　　　　  宮部みゆき
子育ては声かけが9割　　　　　　　　　  佐藤亮子
男性の働き方・暮らし方　　　　　　　　  多賀　太
医者がすすめる体にいい水の飲み方　     藤田紘一郎

6ヵ国転校生  ナージャの発見　　　　   K・ナージャ
やわ肌くらべ　　　　　　　　　　　　  奥山景布子
夜に星を放つ　　　　　　　　　　　　　  窪　美澄
「私」という男の生涯　　　　　　　　　石原慎太郎
ひざのねじれをとれば、ひざ痛は治る　　  土屋元明
私を整えるごはん　　　　　　　　　　  サニー早苗
スマホになじんでおりません　　　　　　  群ようこ
先祖探偵　　　　　　　　　　　　　　　  新川帆立
修羅奔る夜　　　　　　　　　　　　　　  伊東　潤
87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし   多良美智子

　

日
頃
介
護
を
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
集
ま

り
、
ほ
っ
と
一
息
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が
で
き
る

よ
う
な
集
い
の
場
で
す
。
今
回
は
、
紅
葉
狩

り
で
す
。（
天
候
に
よ
っ
て
内
容
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
）

対
象
▼
介
護
を
し
て
い
る
人（
介
護
認
定
の

　
有
無
は
不
問
）

日
時
▼
11
月
28
日（
月
）10
時
〜
12
時

場
所
▼
保
健
セ
ン
タ
ー

会
費
▼
２
０
０
円（
お
茶
代
実
費
）

申
込
締
切
▼
11
月
18
日（
金
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
５
２
・
１
１
５
２

介
護
者
の
つ
ど
い

問宍粟市教育委員会社会教育文化財課
　☎ 0790-63-3117

■公開期間　11月１日～27日（月曜、11月４日・24日を除く）
■入館時間　９時～16 時 30 分
■会場
宍粟市歴史資料館（宍粟市一宮町三方町 633）

文化財企画展「一品（逸品）展示」が 11 月１日から宍粟市
歴史資料館で開かれます。「 家

え ば ら
原遺跡」（ 宍粟市一宮町三

方町）で見つかった西播磨最古級とされる縄文時代早期
の土器片が期間限定で公開されます。入館料は無料です。

西播磨最古級の土器片公開　宍粟で文化財企画展

教
育
委
員

10
月
１
日
付  

任
期
４
年（
敬
称
略
）

上
林
秀
子
(
再
任
)

11
月
23
日（
水
祝
）に
開
催
予
定
で
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、中
止
が
決
定
し
ま
し
た
。

地
域
振
興
課

☎
５
２
・
１
１
６
２

赤
松
の
里
歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
中
止

寄付ありがとうございます寄付ありがとうございます
株式会社オーク（本社：豊岡市）の樫本孝彦代表取締役
より 50 万円の寄付をいただきました。
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休日当番医休日当番医
月　日 医療機関

10
月

16 日（日） 半田産婦人科医院 ☎ 52-1000

23 日（日） 岡田整形外科 ☎ 52-5600

30 日（日） 河原クリニック ☎ 57-2167

11
月

3 日（木祝） 大岩診療所 ☎ 52-5000

6 日（日） 苔縄医院 ☎ 52-5611

13 日（日） 黒田内科クリニック ☎ 52-0235

20 日（日） 高嶺診療所 ☎ 52-6369

※新型コロナウイルス感染症の流行状況によって、延期・中止・受付時間変更の場合があります

保健カレンダー保健カレンダー
開催日時 内　容 場　所

10 月 26 日（水）  13 時～ 1 歳 6ヵ月児健診　／　2 歳児歯科健診
3 歳児健診 保健センター  ☎ 52-2188

11 月 16 日（水）  13 時～ 4ヵ月児健診　／　10ヵ月児健診

町内交通事故発生状況 ( 令和 4 年 8 月末 )
相生警察署　☎ 22-0110

交番 ･ 駐在 人身事故 死者 傷者
上郡橋 2 0 2

上郡駅前 3 0 4
中　野 1 0 1
梨ヶ原 0 0 0
八　保 0 0 0
赤　松 2 0 2
野　桑 0 0 0

播磨科学公園都市 0 0 0
合　計 8 0 9

くらしの相談窓口くらしの相談窓口
相談名 日　時 場所・問い合わせ
行政相談

（行政に関する意見や要望、
苦情などの相談に応じます）

10 月 19 日（水） 10 時～12 時
役場 3 階 301 会議室
問総務課  ☎ 52-1111

ハローワーク移動職業相談
★定員 5 人  ★事前予約

10 月 19 日（水）
11 月 16 日（水）

13 時 30 分～
役場第２庁舎 2 階小会議室
問地域振興課  ☎ 52-1162

若者サポステ出張相談
★ 15～49 歳  ★事前予約

11 月 15 日（火） 10 時～／ 11 時～／ 12 時～
役場第２庁舎 2 階小会議室
問地域振興課  ☎ 52-1162

エイズ・肝炎相談
  ★前日までに予約

10 月 18 日（火）
11 月   １日（火）
11 月 15 日（火）

9 時 20 分～11 時 問赤穂健康福祉事務所  ☎ 43-2321

栄養相談
★前日までに予約

11 月 11 日（金） 9 時 30 分～11 時 30 分 問赤穂健康福祉事務所  ☎ 43-2321

こころのケア相談
★前日までに予約

11 月   7 日（月） 14 時 30 分～15 時 30 分 問赤穂健康福祉事務所  ☎ 43-2321

心配ごと (なんでも ) 相談 11 月 10 日（木） 13 時 30 分～15 時
問社会福祉協議会  ☎ 52-2910
　 （当日は☎ 080-1936-1067）

法律相談
★前日までに予約

10 月 18 日（火）
11 月 15 日（火）

13 時 20 分～16 時 問社会福祉協議会  ☎ 52-2910

教育相談 (カウンセリング ) 毎週月曜 9 時～16 時 問青少年育成センター  ☎ 52-5500
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愛のり号の新しい車両３台には、それぞれ町の
キャラクター円心くん・エイトちゃん、けいすけ
くんと一緒に、町花のダリアと町木のツバキが
デザインされています。16 ページに花言葉など
を載せていますので、ぜひ読んでくださいね！
濃いピンク色のかわいい車両で、私も乗ってみ
て楽しい気分になりました♪F

編 集 後 記編 集 後 記

地域公共交通出発式

町内の公共交通が 10 月 1 日からの再編運行開始
にあたり、前日の 9 月 30 日（ 金）に、JR 上郡駅前
のロータリーで出発式が行われました。関係者が
参列し、テープカットで新たな出発を祝福しました。

表 紙 説 明表 紙 説 明

※同意を得ている人のみ掲載しています（敬称略）　※戸籍上の漢字が表記できない場合があります

おくやみおくやみ
8月26日
〜

9月 25日
届出分

氏名 （年齢） 住所 氏名 （年齢） 住所

瀧谷熊夫 （90） 與井 小谷　満 （71） 與井

髙木榮作 （82） 高田台 6丁目 小谷佳子 （94） 旭町

土井隆平 （75） 旭町 平田孝子 （90） 栄町

服部日登美 （83） 金出地下 小川純子 （98） 梨ヶ原

西本人司 （91） 梨ヶ原 西村きみよ （108） 大枝

町長だより町長だより

町ホームページで「町長の部屋」からも情報を発信しています
スマートフォンなどで右のＱＲコードを読み取ると表示されます

　マイナンバーカードの取得を、広報紙や
えんしんネット等で呼びかけたところ、窓口
には連日多くの方にお越しいただきました。
申請された皆様には心より感謝申し上げま
す。付与されたマイナポイントや地域振興
券は、町内のお店で有効にご利用いただけ
ると幸いです。
　10月から、コミュニティバス「愛のり号」
や予約型乗り合いタクシー「ほほえみ号」と
いった地域公共交通を、新たな形にして運
行を始めています。もうご乗車いただけま

したでしょうか。このたび、ダイヤ改正をは
じめ、運行区域の拡大や定額運賃の導入を
行いました。
　皆様にとって少しでも利用しやすく、そし
て、欠かすことのできない公共交通となる
よう、今後も皆様のご
希望を伺いながら工
夫を重ねていきます。
　ぜひともご利用を
お願い申し上げます。

上郡町長 梅田修作

※番組終了後、文字放送などを放送します　　※放送時間・番組内容を変更する場合があります

放送時間▼
12 時、17 時、20 時、23 時、翌日 7 時えんしんネット番組表えんしんネット番組表11月 111ch

10 月 31 日～11 月 3 日 上郡中学校文化発表会 11 月 14～17 日 上郡アーカイブ

11 月 4～6 日 週刊 GoGo かみごおり 11 月 18～20 日 週刊 GoGo かみごおり

11 月 7～10 日 西はりま特集 7 月～9 月 11 月 21～24 日 番組リクエストコーナー

11 月 11～13 日 週刊 GoGo かみごおり 11 月 25～27 日 月刊 GoGo かみごおり



わわかみごおりのかみごおりの
地域であったできごとをお届けします

ひと・世帯のうごき

「ひょうごユニバーサル社会づくり賞」個人部門を受賞した
山本久美江さんが、梅田町長を表敬訪問しました。山本さん
は上郡町障害者スポーツクラブで、障がいの有無に関わらず
楽しめる風船バレーボールやボッチャなどを通じて、参加者
の心身の健康維持や仲間づくりなどを支援しています。山本
さんは「今後は、種目を増やし、皆さんに得意だと感じる種
目を見つけて続けてもらえたら嬉しいです。」と話しました。

９/29（木）山本久美江さんが表敬訪問
　ひょうごユニバーサル社会づくり賞受賞

「地域活性化起業人制度」（総務省）を活用して、ＴＲＡＰＯＬ
合同会社と派遣に関する協定を締結しました。この制度は、
三大都市圏にある企業などの社員が、ノウハウや知見を自治
体で生かし、地域独自の魅力・価値の向上につながる支援に
従事するものです。ＴＲＡＰＯＬ合同会社は、地域の人に焦点
を当てた旅行サービスを提供する会社で、同社から派遣され
る柴辻章さん（写真左）は、40年を超える旅行業界歴で国内
外を多数訪問しています。旅先で印象に残るはどの土地で
も「出会った人」で、「観光で来た人に、この地に住みたいと
思ってもらえるように頑張りたい」と話しました。

９/29（木）地域活性化起業人制度による派遣に関する協定を締結

近年、技能実習や就労などのために町内に居住する外国人
が増加しており、生活習慣や文化の違いから、ごみの分別
や出し方、交通ルールがわからないといった様々な課題が
顕在化しています。外国人が地域に馴染めるよう、相互理
解が最も重要であることから、今年度から日本語教育を軸
にした多文化共生推進事業に取り組んでいます。この会議
では、行政だけでなく、企業、教育、地域団体、住民団体
など様々な分野から集まった委員が、課題の把握と今後の
方向性を議論し、外国人が地域で住民として暮らしていけ
る総合的な体制づくりを目指します。

9/30（金）多文化共生推進事業地域調整会議

34 人転入：
転出： 26人

7人出生：
死亡： 17人

6,938 人
7,225 人

男性：
女性：

【 世 帯 数 】
世帯 (　　　  )3－6,437

【 人  口 】
人 (     　　 )2－14,163

令和 4年８月末 (８月届出分 )

車いすテニスプレーヤーの国枝慎吾さんと（一社）統合医療
福祉中村直行研究室の中村直行さんによる対談講演が行わ
れました。高齢者大学の講座として開かれた講演は一般公
開され、約 420 人が参加しました。国枝さんは、気持ちに
よって結果が変わることに触れ、これまでのテニス人生や試
合のこと、座右の銘「オレは最強だ！」のエピソードもざっ
くばらんに話しました。講演後、国枝さんは、上郡ジュニア、
上郡中学校・上郡高校のソフトテニス部と交流し初めてのソ
フトテニスを楽しみました。

9/17（土）夢や希望と元気をもらう対談講演
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町花 ダリア   花言葉 「感謝」
安らぎとうるおいのある環境
に感謝する象徴
（昭和 48年 8月制定）

町木 ツバキ   花言葉 「誇り」
町民が誇りを持てる住みよい
まちづくりをめざそうとする
象徴（昭和 48年 8月制定）


